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(57)【要約】
【課題】本発明は、殺菌能力を低下させること無く、開
口部の比較的狭い容器の内面の殺菌処理に適した容器殺
菌用のキセノンフラッシュランプを提供することを目的
とする。
【解決手段】本発明に係る容器殺菌用のキセノンフラッ
シュランプは、相対的に外管径の大きい円筒状のガラス
管から成る発光管両端部と、該発光管両端部より外管径
が小さい発光管とを備え、前記発光管の一部を少なくと
も部分的に屈曲させて前記容器の開口部に挿入可能にし
ている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器殺菌用のキセノンフラッシュランプにおいて、
　相対的に外管径の大きい円筒状のガラス管から成る発光管両端部と、該発光管両端部よ
り外管径が小さい発光管とを備え、
　前記発光管の一部を少なくとも部分的に屈曲させて前記容器の開口部に挿入可能にして
いる、キセノンフラッシュランプ。
【請求項２】
　請求項１に記載の容器殺菌用のキセノンフラッシュランプにおいて、
　前記発光管は、Ｔ字形状に屈曲されている、キセノンフラッシュランプ。
【請求項３】
　請求項１に記載の容器殺菌用のキセノンフラッシュランプにおいて、
　前記発光管は、Ｙ字形状又はカタカナの「ト」字形状に屈曲されている、キセノンフラ
ッシュランプ。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の容器殺菌用のキセノンフラッシュランプにおいて
、
　前記発光管の前記容器に挿入した屈曲部の肉厚は、前記発光管両端部の肉厚より厚い、
キセノンフラッシュランプ。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の容器殺菌用のキセノンフラッシュランプにおいて
、
　前記発光管の前記容器に挿入した屈曲部の外管径は、5.0～6.0ｍｍである、キセノンフ
ラッシュランプ。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の容器殺菌用のキセノンフラッシュランプにおいて
、
　前記容器開口部から前記容器内部へ挿入した屈曲部の長さは、前記容器の深さに応じて
決定されている、キセノンフラッシュランプ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、容器殺菌用のキセノンフラッシュランプに関する。更に具体的には、本発明
は、食品や飲料水等の容器として利用されるペットボトル、ペットボトルの整形前のプリ
フォーム、飲料カップ等の容器の内面を殺菌処理するため使用されるキセノンフラッシュ
ランプの構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　食品や飲料水の製造・加工メーカーでは、それらの容器を確実に殺菌処理することが重
要である。消費者ニーズの多様化により、食品や飲料水の低塩化、保存料の廃止、賞味期
限の延長等により、容器に対する確実な殺菌処理が求められている。
【０００３】
　現在、加熱処理、薬剤による殺菌処理に代わり又はこれと併用して、非加熱・非接触で
殺菌が可能な殺菌技術の開発が進められている。このような、非加熱・非接触の殺菌技術
として、閃光パルス殺菌処理が注目されている。
【０００４】
　閃光パルス殺菌処理には、キセノンフラッシュランプが使用されている。キセノンフラ
ッシュランプの発光には、殺菌に有効な波長200～300ｎｍの紫外線を豊富に含んでいる。
【０００５】
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　キセノンフラッシュランプを利用した閃光殺菌処理は、殺菌効果が強力であり、発光の
パルス制御が容易であ、非接触のため残留物が発生せず、極めて短時間のパルス照射のた
め処理対象物（容器等）への影響が少ない等の利点を有している。
【０００６】
　その反面、閃光パルス殺菌処理は、光が照射できる部分しか殺菌できないという欠点が
ある。そのため、容器の外部からキセノンフラッシュランプを照射しても、容器内面の一
部（例えば、容器底面や開口の小さいボトル形状の肩部）に光が十分に届かず、十分な殺
菌が行われないおそれがある。
【０００７】
　従来、次に挙げるようなキセノンフラッシュランプの一部を容器内に挿入し、容器の内
部からパルス照射する殺菌方法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開2001-247108「容器殺菌方法及び装置」（2001/9/11公開）出願人：食
品産業電子利用技術研究組合
【特許文献２】特開2017-226187「プリフォームの殺菌方法及び装置」（2017/12/28公開
）出願人：大日本印刷株式会社（特許6330857）
【特許文献３】特開平06-191521「容器殺菌装置」（1994/7/12公開）出願人：株式会社豊
振科学産業所（特許2747961）
【特許文献４】特開2000-53111「容器殺菌方法及び装置」（2000/2/22公開）出願人：石
川島播磨重工業株式会社
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献1～４に開示のランプは、発光管の一部を容器に挿入しているが、発光管の管
径に関し、容器挿入部分を比較的細くし、電極封入部分は比較的太くした例は開示されて
いない。
【００１０】
　ペットボトル等の容器は、一般に、胴体部の断面積に比較して、上端部の開口部（蓋が
ネジ込まれる飲み口部分）の断面積が小さく、極端に細い形状となっている。そのため、
開口部の内径に応じてキセノンフラッシュランプの太さが規制され、発光管全体を極端に
細いものとする必要がある。
【００１１】
　発光管を細径にした場合、従来径の太さのランプに比べて、発光管温度が上昇し、特に
電極温度が高温になる。この結果、光照射時間が経つと電極材料が飛散し、発光管内周面
に付着し、早期に光量が低下してランプの寿命が尽きてしまう。このため、このような現
象が発生せず、ランプ寿命の長いランプの実現が望まれている。
【００１２】
　そこで、本発明は、殺菌能力を低下させること無く、開口部の比較的狭い容器の内面の
殺菌処理に適した容器殺菌用のキセノンフラッシュランプを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的に鑑みて、本発明に係る容器殺菌用のキセノンフラッシュランプは、その一面
では、相対的に外管径の大きい円筒状のガラス管から成る発光管両端部と、該発光管両端
部より外管径が小さい発光管とを備え、前記発光管の一部を少なくとも部分的に屈曲させ
て前記容器の開口部に挿入可能にしている。
【００１４】
　更に、上記容器殺菌用のキセノンフラッシュランプでは、前記発光管の中央部は、Ｔ字
形状に屈曲されていてもよい。
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【００１５】
　更に、上記容器殺菌用のキセノンフラッシュランプでは、
　前記発光管は、Ｙ字形状又はカタカナの「ト」字形状に屈曲されていてもよい。
【００１６】
　更に、上記容器殺菌用のキセノンフラッシュランプでは、前記発光管の前記容器に挿入
した屈曲部の肉厚は、前記発光管両端部の肉厚より厚くてもよい。
【００１７】
　更に、上記容器殺菌用のキセノンフラッシュランプでは、前記発光管の前記容器に挿入
した屈曲部の外管径は、５ｍｍから６ｍｍであってよい。
【００１８】
　更に、上記容器殺菌用のキセノンフラッシュランプでは、前記容器開口部から前記容器
内部へ挿入した屈曲部の長さは、前記容器の深さに応じて決定されて居てもよい。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、殺菌能力を低下させること無く、開口部の比較的狭い容器の内面の殺
菌処理に適した容器殺菌用のキセノンフラッシュランプを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、従来のキセノンフラッシュランプを説明する図である。
【図２】図２は、本実施例に係るキセノンフラッシュランプを説明する図である。
【図３】図３は、容器の代表例であるプリフォームを説明する図である。
【図４】図４は、本実施例に係るキセノンフラッシュランプを使用して、プリフォーム容
器の内面を殺菌処理している状況を説明する図である。
【図５】図５は、図２に示す本実施例に係るキセノンフラッシュランプの点灯回路を説明
する図である。
【図６】図６（Ａ），（Ｂ）は、本実施例に係るキセノンフラッシュランプの変形例を示
す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明に係る容器殺菌用のキセノンフラッシュランプの実施形態に関し、添付の
図面を参照しながら詳細に説明する。図中、同じ要素に対しては同じ参照符号を付して、
重複する説明を省略する。
【００２２】
　本実施例に係るキセノンフラッシュランプの特徴は、従来のキセノンフラッシュランプ
と比較して、ランプの外観形状にある。従って、本実施例に係るキセノンフラッシュラン
プの理解を容易に出来るように、最初に従来のキセノンフラッシュランプに関して簡単に
説明する。
【００２３】
　［従来のキセノンフラッシュランプ］
　図１は、従来のキセノンフラッシュランプを説明する図である。従来のキセノンフラッ
シュランプ１１０は、希ガスのキセノンを封入した発光管１０２の両端に、陽極電極１０
４ａと陰極電極１０４ｂとが対向して配置された構造となっている。発光管１０２は、紫
外線透過率の高い石英ガラスから成り、両端が封止された一定の太さの直線状の円筒形に
成形されている。
【００２４】
　発光管１０２の外周面に沿って、トリガー線（「始動用補助電極」ともいう。）１０８
が配置されている。トリガー線１０８は、各々が発光管１０２の外周面に密着しながら発
光管を取り囲む複数個のリング部ワイヤ１０８－１と、発光管の軸線に沿って延在して複
数個のリング部ワイヤ１０８－１を連結する連結部ワイヤ１０８－２とから成る。
【００２５】
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　陽極電極１０４ａは、電極リード棒１０４ａ－１の先端部（発光管側）を円柱状に成形
加工した陽極大径部１０４ａ－２を備えるタングステンロッドによって形成されている。
【００２６】
　陰極側電極１０４ｂは、電極リード棒１０４ｂ－１の先端部（発光管側）を円柱状に成
形加工して陰極大径部１０４ｂ－２とし、この陰極大径部の端部上面に電子放出性物質か
ら成る円柱状の焼結体（「エミッタ部」ともいう。）１０４ｂ－３が固着されたタングス
テンロッドによって形成されている。エミッタ部１０４ｂ－３の先端周囲にリング部ワイ
ヤ１０８－１が位置決めされている。
【００２７】
　電極リード棒１０４ａ－１，１０４ｂ－１の発光管と反対側は、リードワイヤ１０３ａ
，１０３ｂに夫々接続されている。
【００２８】
　［本実施例に係るキセノンフラッシュランプ］
　（ランプ形状）
　図２は、本実施例に係るキセノンフラッシュランプ１０ａを説明する図である。なお、
図を簡略化して明瞭なものとするため、トリガー線は図示していないが、実際は図１と同
様にトリガー線が発光管２の外周面に沿って存在している。
【００２９】
　図１に示す従来のキセノンフラッシュランプ１１０との相違点を中心に説明する。従来
のキセノンフラッシュランプ１１０と比較すると、発光管２の両端に、陽極電極４ａと陰
極電極４ｂとが対向して配置されている点は共通する。
【００３０】
　しかし、発光管２の中央部２ｂがＴ字形状に形成され、且つ両端部分２a，２ｃの管径
より細い点で相違する。中央部２ｂの一部がＵ字形状に形成され、このＵ字形状部分２ｂ
－１の管径が比較的細く形成されているので、容器の開口部から内部に挿入可能となる。
【００３１】
　更に、発光管２の中央部２ｂの肉厚は、両端部分２a，２ｃの肉厚より厚く形成されて
いる点で相違する。中央部２ｂの肉厚を比較的厚くすることで、細径に起因する温度上昇
による破損を抑制している。
【００３２】
　発光管２の両端部分２ａ，２ｃは、中央部２ｂの両端部に同じ内部放電空間が形成され
接続されている。陽極電極４ａと陰極電極４ｂとは、両電極の中心を結ぶ軸線に沿って直
線状の円筒形に夫々成形され、端部は封止されている。従来のキセノンフラッシュランプ
１１０と同様に、発光管２の図で見て左端部分２ａには、陽極大径部４ａ－２及び電極リ
ード棒４ａ－１が配置され、反対側の右端部分２ｃには、エミッタ部４ｂ－３，陰極大径
部４ｂ－２及び電極リード棒４ｂ－１が配置されている。
【００３３】
　本発明者等の試作したこのＴ字形状発光管の仕様は次の通りである。但し、これに限定
されない。
　　　発光管：材質は一般石英管、
　　　　　　中央部：外径ｄ＝φ6.0、肉厚ｔ＝2.0ｍｍ
　　　　　　両端部：外径ｄ＝φ10、肉厚ｔ＝1.0ｍｍ
　　　ガス圧：Ｘｅガス500 torr
　　　電極：φ7.5
【００３４】
　（ランプの使用態様）
　図３は、容器の代表例であるプリフォームを説明する図である。図３（Ａ）は、プリフ
ォーム１２、図３（Ｂ）は、プリフォームから整形されたペットボトル１４、図３（Ｃ）
は、ペットボトルに飲料を充填した商品１６を示している。プリフォーム１２は、ペット
ボトルとして膨らませる前の段階の中間製品であり、ペットボトルに比べて1/5～1/10の
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体積であるため、輸送コストと環境負荷の低減に貢献するため広く用いられている。
【００３５】
　図示していないが、プリフォーム１２は加熱され、ペットボトル形状の雌型金型に配置
され、延伸ロッドを開口部から内部に挿入してエアーを注入してボトルの形状に成形され
てペットボトル１４となり、飲料を充填して商品１６となる。ここで、飲み口である開口
部（雄ネジ形成部）１２ａの形状は、最初から変わらない。
【００３６】
　図４は、本実施例に係るキセノンフラッシュランプ１０ａを使用して、プリフォーム１
２の内面を殺菌処理している状況を説明する図である。キセノンフラッシュランプ１０ａ
は、中央部２ｂのＵ字形状部分２ｂ－１が、容器開口部１２ａから底部近傍まで挿入され
ている。中央部２ｂのＵ字形状部分２ｂ－１は、テフロン（登録商標）膜で被覆された石
英ジャケット６で覆われている。石英ジャケット６は、ランプ破裂時や衝撃によるガラス
割れ時に破片の飛散を防ぐために用いられる。
【００３７】
　このキセノンフラッシュランプ１０ａの第１の特徴は、中央部２ｂのＵ字形状部分２ｂ
－１が、プリフォーム１２の開口部１２ａから内部に挿入されている点にある。容器（プ
リフォーム等）の深さに合わせて、ランプ１０ａのＵ字形状部分２ｂ－１の長さを決める
ことにより、容器の底付近までランプを挿入することができ、容器の内面全体を直接光照
射して殺菌処理可能にしている。
【００３８】
　一方、陽極電極４ａ（陽極大径部４ａ，電極リード棒４ａ－１）が封入された左端部分
２ａ及び陰極電極４ｂ（エミッタ４ｂ－３，陰極大径部４ａ，電極リード棒４ａ－１）が
封入された右端部分２ｃは、プリフォーム１２の外部に配置されている。このため、電極
４ａを構成する要素（陰極大径部４ａ，電極リード棒４ａ－１）及び電極４ｂを構成する
要素（エミッタ４ｂ－３，陽極大径部４ｂ，電極リード棒４ｂ）のサイズは、いずれもプ
リフォーム１２の開口部１２ａのサイズの制約を受けず、既存のものを使用できる。
【００３９】
　本発明者等の当初試作したこのＴ字形状発光管の仕様は次の通りである。但し、これに
限定されない。
　　プリフォーム容器の開口部：φ20　長さ80ｍｍ
　　発光管：材質は一般石英管、
　　　　　中央部：外径ｄ＝φ5.0、肉厚ｔ＝2.0ｍｍ
　　　　　両端部：外径ｄ＝φ10、肉厚ｔ＝1.0ｍｍ
　　　　　ガス圧：Ｘｅガス500 torr
　　電極：φ７.5
　　石英ジャケット：外径φ14.9
　　　　作業条件：ランプ入力エネルギー　600Ｊ
　　　　　　　　　パルス点灯間隔　　　　3ショット／秒
　なお、その後の試作を通じて、中央部外径は、φ5.0～6.0が好ましいことが判明した。
【００４０】
　（キセノンフラッシュランプの点灯回路）
　図５は、図２に示すキセノンフラッシュランプの点灯回路３０の一例を説明する図であ
る。ここで、符号１０ａはランプであり、符号８はトリガー線である。点灯回路３０は、
商用交流電源２２と、これを昇圧し整流する充電用高圧電源回路２４と、この出力を蓄電
する充放電用コンデンサ２６と、波形調整用コイル２８とを備え、ランプ１０にパルス電
圧を給電している。更に、始動用外部トリガー発生回路３２と、トリガーパルスを昇圧し
てトリガー線８に送るパルス昇圧トランス３４とを備えている。
【００４１】
　（ランプの製造方法）
　図２に示すキセノンフラッシュランプ１０ａの製造方法に関し、キセノンフラッシュラ



(7) JP 2020-4549 A 2020.1.9

10

20

30

40

50

ンプ１０ａの発光管の仕様決定は次の事項による。
【００４２】
　(1)比較的太い両端部分２ａ，２ｂの管径は、その容器の殺菌処理に必要な電極を封入
可能な寸法とする。これにより、殺菌に必要な光照射ができる電極を採用することが出来
る。
　(2)容器に挿入する比較的細い中央部の管径（外径ｄ）は、容器の開口部径（内径Ｄ）
に応じて決定する。
　　　例えば、Ｄ＝２ｄ＋α
　　　　　　　ここで、α：挿入時の余裕隙間
　(3)容器の深さ寸法Ｌに応じて、発光管中央部２ｂのＵ字形状部分２ｂ－１の長さｌを
決定する。
　　　例えば、Ｌ≒ｌ
　以上、(1)～(3)を考慮することにより、キセノンフラッシュランプ１０ａは、顧客の容
器毎に、殺菌処理に最適な専用キセノンフラッシュランプとして提供することが出来る。
【００４３】
　（本実施形態の利点・特徴）
　本実施形態に係るキセノンフラッシュランプは、次のような利点・特徴を有する。
　(1)発光管中央部２ｂを細径にして、その一部をＵ字形状部分２ｂ－１に形成すること
で、殺菌したい容器の開口部から挿入可能になる。これにより、容器内面を全面的にパル
ス光照射して確実な殺菌処理ができる。
　(2)顧客の殺菌処理する容器が判明した段階で、その容器内のサイズに合わせて、発光
管のサイズを決定し、ランプを製造することが出来る。これにより、顧客の容器毎に最適
な専用キセノンフラッシュランプを提供することが出来る。
　(3)発光管の両端部分２ａ，２ｃは、容器の外部に在るので、容器開口部１２ａの形状
に左右されることなく、両端部分２ａ，２ｃの管径を従来の太いままにすることが出来る
。従って、ここに封入される電極は従来のものを利用できる。その結果、容器内面の殺菌
に必要なランプ発光強度を確保でき、ランプの寿命は従来のランプと同じ期間が確保でき
るので、ランニングコストを低く抑えた現実的な殺菌方法を提供することができる。
【００４４】
　［変形例等］
　図２及び図３に示すキセノンフラッシュランプは、全体的に見ると、発光管がＴ字形状
となっている。この形状は、種々の変形例が考えられる。図６（Ａ），（Ｂ）は、本実施
例に係るキセノンフラッシュランプの変形例を示す模式図である。例えば、図６（Ａ）に
示すＹ字形状、図６（Ｂ）に示す両端部分２ａ，２ｃの一方が発光管中央部２ｂのＵ字形
状部分２ｂ－１に水平方向に延び、他方が垂直方向に延びるカタカナ「ト」の字形状、及
びこれらの組み合わせ（一方が斜め方向、他方が水平又は垂直方向）等が考えられる。
【００４５】
　いずれにしても、中央部２ｂのＵ字形状部分２ｂ－１が、容器（例えば、プリフォーム
１２）の内部に挿入され、電極及び電極リードを封入する両端部分２ａ，２ｃが容器の外
部にある形状であれば、任意の形状であってよい。
【００４６】
　［結び］
　以上、本発明に係る容器殺菌用のキセノンフラッシュランプの実施形態に関し説明した
が、これらは例示であって、本発明の範囲を何等限定するものではない。本実施形態に対
して当業者が容易に成し得る追加、削除、変更、改良等は、本発明の範囲内である。本発
明の技術的範囲は、添付の特許請求の範囲の記載によって定められる。
【符号の説明】
【００４７】
　２：発光管、　２ａ：左端部分、　２ｂ：発光管中央部，中央部、　２ｂ－１：Ｕ字形
状部分、　２ｃ：右端部分、　４ａ：陽極電極、　４ａ－１：電極リード棒、　４ａ－２
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：陽極大径部、　４ｂ：陰極電極、　４ｂ－１：電極リード棒、　４ｂ－２：陰極大径部
、　４ｂ－３：エミッタ部、　６：石英ジャケット、　１０ａ，１０ｂ，１０ｃ：キセノ
ンフラッシュランプ、　１２：プリフォーム、　１２ａ：容器開口部,開口部、　１４：
ペットボトル、　１６：商品、　２２：商用交流電源、　２４：充電用高圧電源回路、　
２６：充放電用コンデンサ、　２８：波形調整用コイル、　３０：点灯回路、　３２：始
動用外部トリガー発生回路、　３４：パルス昇圧トランス、
　１０２：発光管、　１０３ａ：リードワイヤ、　１０４ａ：陽極電極、　１０４ａ－１
：電極リード棒、　１０４ａ－２：陽極大径部、　１０４ｂ：陰極電極、　１０４ｂ：陰
極側電極、　１０４ｂ－１：電極リード棒、　１０４ｂ－２：陰極大径部　１０４ｂ－３
：エミッタ部、　１０８：トリガー線、　１０８－１：リング部ワイヤ、　１０８－２：
連結部ワイヤ、　１１０：キセノンフラッシュランプ、
 

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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